
1 

 
佐
賀
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号 

 

佐
賀
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
（
昭
和
五
十
三
年
佐
賀
県
告
示
第
八
百
六
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

 

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
定
義
） 

第
一
条
の
二 

こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

暴
力
団 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。 

 

二 

役
員
等 

次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。 

 
 

イ 

法
人
に
あ
つ
て
は
、
役
員
、
支
配
人
、
営
業
所
長
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の

支
配
力
を
有
す
る
者 

 
 

ロ 

法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
に
あ
つ
て
は
、
代
表
者
及
び
こ
れ
と
同
等
以
上
の
支
配

力
を
有
す
る
者 

 
 

ハ 

個
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
及
び
営
業
所
を
代
表
す
る
者 

 

三 

暴
力
団
員 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六

号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。 

 

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

は
、
補
助
の
対
象
と
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

一 

暴
力
団 

 

二 

役
員
等
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 
 

イ 

暴
力
団
員 
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ロ 

暴
力
団
員
で
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者 

 
 

ハ 

自
己
、
自
社
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
又
は
第
三
者
に
損
害

を
与
え
る
目
的
を
も
っ
て
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
を
利
用
し
て
い
る
者 

 
 

ニ 

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な

ど
、
直
接
的
若
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
又
は
関
与
し
て

い
る
者 

 
 

ホ 

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者 

 
 

へ 

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
ら
を
利
用
し
て
い
る
者 

 

三 

前
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
、
そ
の
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者 

 

第
四
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
知
事
が
特
に
認
め
た
場
合
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三 

第
二
条
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面 

 

別
表
中
「 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 

」
に
改
め
、
同
表
の
第
一
号
の
公
的
森
林
整
備
推 

 

進
事
業
の
項
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
、
同
号
の
流
域
育
成
林
整
備
事
業 

 

の
項
中 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

 

  

実
施
主
体
 

事
業
主
体
 

イ
 
樹
下
植
栽
 

ウ
 
保
育
（
植
栽
型
）
 

エ
 
保
育
（
天
然
更
新
型
）

オ
 
長
期
育
成
循
環
作
業
道
」

イ
 
樹
下
植
栽
等
 

ウ
 
長
期
育
成
循
環
改
良
 

エ
 
保
育
（
植
栽
型
）
 

オ
 
保
育
（
天
然
更
新
型
）
 

カ
 
長
期
育
成
循
環
作
業
道
 
」
 

「
ウ
 
林
床
保
全
整
備
」
 
「
 ウ
 
林
床
保
全
整
備
 

エ
 
荒
廃
竹
林
整
備
」

イ
 
樹
下
植
栽
 

ウ
 
保
育
（
植
栽
型
）
 

エ
 
保
育
（
天
然
更
新
型
）
 

オ
 
長
期
育
成
循
環
作
業
道
 

「
 

」

「 

「 

「
イ
 
樹
下
植
栽
等
 

ウ
 
長
期
育
成
循
環
改
良
 

エ
 
保
育
（
植
栽
型
）
 

オ
 
保
育
（
天
然
更
新
型
）
 

カ
 
長
期
育
成
循
環
作
業
道
 
」
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を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

                       

地
方
公
共
団
体
、
森
林
組
合
、
生
産
森

林
組
合
、
森
林
整
備
法
人
等
（
森
林
整
備

法
人
及
び
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財

団
法
人
（
造
林
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
目

的
と
し
て
い
る
法
人
で
あ
つ
て
、
地
方
公

共
団
体
が
そ
の
社
員
で
あ
る
も
の
又
は

そ
の
基
本
財
産
の
全
部
若
し
く
は
一
部

を
拠
出
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い

う
。
）
及
び
森
林
法
施
行
令
（
昭
和
2
6
年

政
令
第
2
7
6
号
）
第
1
1
条
第
７
号
に
規
定

す
る
団
体
、
同
令
第
1
1
条
第
８
号
に
規
定

す
る
団
体
、
森
林
施
業
計
画
の
認
定
を
受

け
た
者
及
び
市
町
と
森
林
整
備
に
関
す

る
協
定
を
締
結
し
た
森
林
所
有
者
 

１
施
行
地
の
面
積
が

0
.
1
h
a
以
上
か
つ
(
1
)
の
ア
、

ウ
、
オ
及
び
(
2
)
以
外
の
も

の
に
あ
つ
て
は
、
１
事
業
主

体
に
よ
る
施
行
地
の
面
積

の
合
計
が
４
h
a
（
生
産
森
林

組
合
が
事
業
主
体
で
あ
る

場
合
は
３
h
a
、
森
林
施
業
計

画
の
認
定
を
受
け
た
者
及

び
市
町
と
森
林
整
備
に
関

す
る
協
定
を
締
結
し
た
森

林
所
有
者
が
事
業
主
体
で

あ
る
場
合
は
0
.
5
h
a
）
以
上
 

地
方
公
共
団
体
、
森
林
組
合
、
生
産
森

林
組
合
、
森
林
整
備
法
人
等
（
森
林
整
備

法
人
及
び
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財

団
法
人
（
造
林
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
目

的
と
し
て
い
る
法
人
で
あ
つ
て
、
地
方
公

共
団
体
が
そ
の
社
員
で
あ
る
も
の
又
は

そ
の
基
本
財
産
の
全
部
若
し
く
は
一
部

を
拠
出
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い

う
。
）
、
森
林
法
施
行
令
（
昭
和
2
6
年
政
令

第
2
7
6
号
）
第
1
1
条
第
７
号
に
掲
げ
る
団

体
、
同
令
第
1
1
条
第
８
号
に
掲
げ
る
団

体
、
森
林
施
業
計
画
の
認
定
を
受
け
た

者
、
市
町
と
森
林
整
備
に
関
す
る
協
定
を

締
結
し
た
森
林
所
有
者
及
び
森
林
の
間

伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措

置
法
（
平
成
2
0
年
法
律
第
3
2
号
）
第
４
条

１
施
行
地
の
面
積
が

0
.
1
h
a
以
上
か
つ
(
1
)
の
ア
、

ウ
、
オ
及
び
(
2
)
以
外
の
も

の
に
あ
つ
て
は
、
１
事
業
主

体
に
よ
る
施
行
地
の
面
積

の
合
計
が
４
h
a
(
生
産
森
林

組
合
が
事
業
主
体
で
あ
る

場
合
は
３
h
a
、
森
林
施
業
計

画
の
認
定
を
受
け
た
者
、
市

町
と
森
林
整
備
に
関
す
る

協
定
を
締
結
し
た
森
林
所

有
者
及
び
森
林
法
施
行
令

第
1
1
条
第
７
号
に
掲
げ
る

団
体
が
事
業
主
体
で
あ
る

場
合
は
0
.
5
h
a
（
特
定
間
伐

等
促
進
計
画
に
基
づ
き
間

に
改
め
、 

を

ウ
 
林
床
保
全
整
備
 

ウ
 
林
床
保
全
整
備
 

エ
荒
廃
竹
林
整
備
」

「
 

」
 

「
 

「
 

」
 

「
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同
表
の
第
二
号
の
絆
の
森
整
備
事
業
の
市
民
参
加
型
整
備
の
市
民
主
導
タ
イ
プ
の
項
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
に
改
め
、
同 

号
の
絆
の
森
整
備
事
業
の
野
生
生
物
共
生
林
整
備
の
項
中
「 

 
 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
に
改
め
、
同
表
の
第
三
号
の
保

全
松
林
緊
急
保
護
整
備
事
業
の
保
全
松
林
健
全
化
整
備
の
項
中 

「 

        

の
耕
作
放
棄
地
等
森
林
造
成
の
項
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
「 

 

に
規
定
す
る
特
定
間
伐
等
促
進
計
画

（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
特
定
間
伐

等
促
進
計
画
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
間

伐
等
を
実
施
す
る
者
（
５
戸
以
上
の
森

林
所
有
者
か
ら
間
伐
等
を
受
託
し
、
又

は
1
0
h
a
以
上
の
間
伐
等
を
受
託
し
て
実

施
す
る
者
に
限
る
。
）
 

伐
等
を
実
施
す
る
場
合
は

0
.
1
h
a
）
並
び
に
特
定
間
伐

等
促
進
計
画
に
基
づ
き
間

伐
等
を
実
施
す
る
者
（
５
戸

以
上
の
森
林
所
有
者
か
ら

間
伐
等
を
受
託
し
、
又
は

1
0
h
a
以
上
の
間
伐
等
を
受

託
し
て
実
施
す
る
者
に
限

る
。
）
が
事
業
主
体
で
あ
る

場
合
は
0
.
1
h
a
)
以
上
 

を

(
2
)
 
衛
生
伐
作
業
道
 

(
3
)
 
荒
廃
竹
林
整
備
 

に
改
め
、
同
号
の
保
全
松
林
緊
急
保
護
整
備
事
業
の
松
林
保
護
樹

(
3
)
 
付
帯
施
設
等
整
備
 

鳥
獣
害
防
止
施
設
等
整
備

に
改
め
、
同
号
の
特
定
森
林
造
成
事
業
の
特
定
林
地
改
良
の
項
中 

」 

く
。
）
 

除
く
。
）
及
び
森
林
法
施
行
令
第
1
1
条
第
７
号
に
掲
げ
る
団
体
 

森
林
整
備
法
人
 

備
法
人
、
森
林
法
施
行
令
第
1
1
条
第
７
号
に
掲
げ
る
団
体

「
流
域
育
成
林
整
備
事
業
(
2
)
」
 

「
(
2
)
 
衛
生
伐
作
業
道
」

」 

(
3
)
 
付
帯
施
設
等
整
備
 

ア
 
鳥
獣
害
防
止
施
設
等
整
備

イ
 
荒
廃
竹
林
整
備
 

「 

林
帯
造
成
の
項
中 

を

「 

」

」

除

森
林
整

 等
整
備
 

(
3
)
 
付
帯
施
設
等
整
備
 

ア
 
鳥
獣
害
防
止
施
設
等
整
備

イ
 
荒
廃
竹
林
整
備
 

「 

」

「 

」
 

(
3
)
 
付
帯
施
設
等
整
備
 

鳥
獣
害
防
止
施
設
 

を 

に
改
め
、
同
号
の
特
定
森
林
造
成
事
業

流
域
育
成
林
整
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整
備
事
業
の
項
中
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
を
「 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

に
改
め
、
同
表
の
第
四
号
の
項
を
削
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
佐
賀
県
造
林
事

業
補
助
金
交
付
要
綱
（
以
下
「
改
正
後
の
要
綱
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年

度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
佐
賀
県
造
林
事
業
補
助
金
交

付
要
綱
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
補
助
金
交
付
申
請
書
は
、
改
正
後
の
要
綱
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
補
助
金
交
付
申
請
書
と
み
な
す
。 

境
補
完
整
備
 

林
整
備
 

に
改
め
、
同
号
の
特
定
森
林
造
成
事
業
の
造
林
未
済
地
緊
急
造
林
の
項
中

「
イ
 
保
育
（
植
栽
型
）
」
 

イ
 
保
育
（
植
栽
型
）
 

ウ
 
荒
廃
竹
林
整
備
 

(
4
)
 
付
帯
施
設
等
整
備
 

 
 
鳥
獣
害
防
止
施
設
等
整
備

等
整
備
 

「
ウ
 
生
育
環
境
補
完
整
備
」
 

に
、 

備
事
業
(
2
)
ア
及
び
ウ
か
ら
ク
ま
で

に
改
め
、
同
号
の
被
害
地
等
森
林

流
域
育
成
林
整
備
事
業
(
2
）

流
域
育
成
林
整
備
事
業
(
2
)
ア
及

び
ウ
か
ら
ク
ま
で
」
 

に
あ
つ
て
は
、
1
0
分
の
６
）
以
内
 

「
1
0
分
の
４
以
内
（
平
成
1
6
年
の
台
風
1
8
号
及
び
台
風
2
3
号
に
よ
る
災
害

1
0
分
の
４
（
育
成
単
層
林
整
備
に
お
け
る
整
理

伐
、
人
工
造
林
及
び
単
層
林
改
良
並
び
に
育
成
複
層
林
整
備
に
お
け
る
整
理
伐
、
受
光
伐
、
 

樹
下
植
栽
等
及
び
複
層
林
改
良
に
よ
り
広
葉
樹
林
の
造
成
を
行
う
も
の
に
あ
つ
て
は
、
1
0
分
 

の
５
）
以
内
」
 

に
、 

を

「 

」

「
ウ
 
生
育
環
 

 
エ
 
荒
廃
竹
 

(
4
)
 
付
帯
施
設
等
整
備
 

ア
 
鳥
獣
害
防
止
施
設

イ
 
荒
廃
竹
林
整
備
 

」
 

を 

」
に
、

を 

「

」
 

」

「 


